
 
家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
十
月
三
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

佐
賀
県
知
事 

 

古 
 

川 
 
 
 
 

康 
 
 
 

 

佐
賀
県
規
則
第
七
十
五
号 

 
 
 

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
一
年
佐
賀
県
規
則
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 
 

佐
賀
県
家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
細
則 

 

第
一
条
中
「
「
規
則
」
を
「
「
省
令
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
を
削
り
、
第
五
条
の
見
出
し
中
「
ま
た
は
」
を
「
又
は
」
に
改

め
、
同
条
を
第
二
条
と
す
る
。 

 

第
六
条
中
「
別
記
様
式
第
三
号
」
を
「
別
記
様
式
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
条
と

す
る
。 

 

第
七
条
を
削
り
、
第
八
条
中
「
規
則
」
を
「
省
令
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
条
と
す
る
。 

 

第
九
条
を
削
り
、
第
十
条
中
「
ま
た
は
」
を
「
又
は
」
に
改
め
、「
当
該
家
畜
の
所
在
地
を

管
轄
す
る
市
町
長
に
通
報
し
、
か
つ
、
」
を
削
り
、
同
条
を
第
五
条
と
す
る
。 

 

第
十
一
条
第
一
項
中
「
規
則
」
を
「
省
令
」
に
改
め
、「
当
該
家
畜
の
所
在
地
を
管
轄
す
る

市
町
長
に
通
報
し
、
か
つ
、
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
七
条
」
を
「
第
十
七
条
第
一

項
若
し
く
は
第
十
七
条
の
二
第
五
項
」
に
、
「
ま
た
は
」
を
「
又
は
」
に
、
「
届
け
出
に
か
か

る
」
を
「
届
出
に
係
る
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
当
該
家
畜
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
市

町
長
に
通
報
し
、
か
つ
、
」
を
削
り
、
同
条
を
第
六
条
と
す
る
。 

 

第
十
二
条
及
び
第
十
三
条
を
削
り
、
第
十
四
条
中
「
別
記
様
式
第
四
号
」
を
「
別
記
様
式

第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
条
と
す
る
。 

 

第
十
五
条
中
「
第
二
十
四
条
た
だ
し
書
」
の
下
に
「
の
規
定
」
を
加
え
、「
別
記
様
式
第
五

1



号
」
を
「
別
記
様
式
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。 

 

第
十
六
条
中
「
法
第
二
十
三
条
第
一
項
ま
た
は
法
」
を
「
第
二
十
三
条
第
一
項
又
は
」
に
、

「
お
よ
び
」
を
「
及
び
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
す
る
。 

 

第
十
七
条
中
「
第
四
条
第
二
項
」
を
「
第
四
条
の
二
第
三
項
」
に
改
め
、「
第
五
項
」
の
下

に
「
、
第
五
条
第
一
項
」
を
加
え
、「
規
則
第
三
十
六
条
」
を
「
省
令
第
三
十
九
条
」
に
、「
又

は
疑
似
患
畜
」
を
「
、
疑
似
患
畜
又
は
指
定
家
畜
」
に
改
め
、
同
条
の
表
中
「
ひ
な
白
痢
」

を
「
家
き
ん
サ
ル
モ
ネ
ラ
感
染
症
（
省
令
で
定
め
る
病
原
体
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
」
に
、

「
別
記
様
式
第
八
号
」
を
「
別
記
様
式
第
四
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
し
、
同
条
の

次
に
次
の
四
条
を
加
え
る
。 

 

（
家
畜
等
の
移
動
の
制
限
） 

第
十
一
条 

知
事
は
、
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
家
畜
伝
染
病
（
法
第
三
条

の
二
の
規
定
に
基
づ
く
特
定
家
畜
伝
染
病
防
疫
指
針
及
び
特
定
家
畜
伝
染
病
緊
急
防
疫
指

針
（
以
下
「
指
針
」
と
い
う
。
）
に
定
め
ら
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る

た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
一
定
種
類
の
家
畜
、
そ
の
死
体
又
は
家
畜
伝
染
病
の
病
原
体

を
広
げ
る
お
そ
れ
が
あ
る
物
品
の
指
定
区
域
内
で
の
移
動
若
し
く
は
指
定
区
域
内
へ
の
移

入
若
し
く
は
指
定
区
域
外
へ
の
移
出
又
は
県
内
へ
の
移
入
若
し
く
は
県
外
へ
の
移
出
を
禁

止
し
、
又
は
制
限
す
る
。 

 

（
家
畜
集
合
施
設
の
開
催
等
の
制
限
） 

第
十
二
条 

知
事
は
、
法
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
家
畜
伝
染
病
（
指
針
に
定
め
ら
れ

た
も
の
を
除
く
。
）
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
競
馬
、
家
畜
市
場
、

家
畜
共
進
会
等
家
畜
を
集
合
さ
せ
る
催
物
の
開
催
又
は
と
畜
場
若
し
く
は
化
製
場
の
事
業

を
停
止
し
、
又
は
制
限
す
る
。 

 

（
放
牧
等
の
制
限
） 

第
十
三
条 

知
事
は
、
法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
家
畜
伝
染
病
（
指
針
に
定
め
ら
れ

た
も
の
を
除
く
。
）
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
一
定
種
類
の
家
畜

2



の
放
牧
、
種
付
、
と
畜
場
以
外
の
場
所
に
お
け
る
と
殺
又
は
ふ
卵
を
停
止
し
、
又
は
制
限

す
る
。 

 

（
告
示
） 

第
十
四
条 

前
三
条
に
規
定
す
る
家
畜
等
の
移
動
の
制
限
、
家
畜
集
合
施
設
の
開
催
等
の
制

限
及
び
放
牧
等
の
制
限
に
つ
い
て
は
、
そ
の
都
度
知
事
が
告
示
す
る
。 

 

第
十
八
条
中
「
規
則
」
を
「
省
令
」
に
、
「
別
記
様
式
第
六
号
」
を
「
別
記
様
式
第
五
号
」

に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
、
同
条
を
第
十
五
条
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
申
請
書
を
提
出
し
た
者
は
、
使
用
後
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の

実
績
を
所
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
十
九
条
第
一
項
中
「
ま
た
は
規
則
」
を
「
又
は
省
令
」
に
、「
も
と
づ
き
」
を
「
基
づ
き
」

に
、「
写
」
を
「
写
し
」
に
、「
う
け
」
を
「
受
け
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
写
」
を
「
写

し
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
法
第
二
十
一
条
ま
た
は
法
」
を
「
第
二
十
一
条
又
は
」
に
、

「
別
記
様
式
第
七
号
と
し
」
を
「
別
記
様
式
第
六
号
と
し
、
」
に
、
「
写
」
を
「
写
し
」
に
改

め
、
同
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。 

 

第
二
十
条
中
「
細
則
」
を
「
規
則
」
に
、「
報
告
ま
た
は
」
を
「
報
告
す
る
事
項
又
は
」
に
、

「
若
し
く
は
事
項
は
す
べ
て
」
を
「
は
全
て
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
七
条
と
す
る
。 

 

別
記
様
式
第
一
号
及
び
別
記
様
式
第
二
号
を
削
り
、
別
記
様
式
第
三
号
中
「家

畜
伝
染
病

予
防
法
施
行
細
則
第
６
条

」
を
「佐

賀
県
家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
細
則
第
３
条

」
に
、「剖

検
記
事

」
を
「剖

検
記
録

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
一
号
と
し
、
同
様
式
の
次
に

次
の
二
様
式
を
加
え
る
。 
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別記様式第二号 

 

 標杭 12 センチメートル角 

    地上 120 センチメートル 

    地下 60 センチメートル 

 

表 面  裏 面  側 面

 
 

○
○
病
畜
死
体
埋
却
地 

 
 

市
（
郡
） 

 

町
大
字 

 
 
 

番
地 

 
 

年 
 

月 
 

日
埋
却 

 
 
 

年 
 

月 
 

日
ま
で
発
掘
を
禁
止
す
る 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

埋
却
者 

氏 
 
 
 

名 
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別記様式第三号 

 

家畜埋却地の発掘許可申請書 

 

   年  月  日  

 

  佐賀県知事    様 

 

                     住 所               

                     氏 名            ㊞  

 

  家畜伝染病予防法第 24 条ただし書の規定による発掘の許可を受けたいので、次

のとおり申請します。 

 

記 

 

 １ 発掘者の住所及び氏名 

 

 ２ 発掘の場所 

 

 ３ 発掘の目的 

 

 ４ 発掘物の運搬中の防疫措置 

 

 ５ 発掘（予定）期日 

  

5



 
別
記
様
式
第
四
号
か
ら
別
記
様
式
第
六
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
別
記
様
式
第
七
号

及
び
別
記
様
式
第
八
号
を
削
る
。 
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別記様式第四号 

 脚環（赤色）アルミニウム製 鳩目式 

 

   ○                 ○ 

 

 

  

家きんサルモネラ 

感染症鶏 番 号 
１センチメートル 

7.5 センチメートル
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別記様式第五号 

 

動物用生物学的製剤使用許可申請書 

 

年  月  日  

 

    家畜保健衛生所長  様 

 

                     住 所               

                     氏 名            ㊞  

 

  家畜伝染病予防法第 50 条の規定により、家畜伝染病予防法施行規則第 57 条に規

定する動物用生物学的製剤を使用したいので、次のとおり申請します。 

  なお、使用後は、遅滞なく、使用実績を報告します。 

 

記 

 

 １ 使用者の住所、氏名及び職業 

 

 ２ 製剤名及び数量 

 

 ３ 購入先 

 

 ４ 使用の目的及び対象頭羽数 

 

 ５ 使用の場所 
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別記様式第六号（その１） 

 

指  示  書 

 

年  月  日  

 

     市（郡）   町大字    番地 

 

            様 

 

                   家畜防疫員            ㊞  

 

 

  次の家畜は、      にかかっている（かかっている疑いがある）ため、 

  次の患畜（疑似患畜）の死体は、 

 

        第 16 条                         

        第 21 条                         

 

 殺すこと。     

 焼却（埋却）すること。 
 

記 
 

家畜伝

染病名 
区分 名号 種類 品種 性 年齢 毛色 特徴 

 

 

        

 

 

        

 
 

確認年月日 確認者の氏名及び印 

 

 

 

 

伝染病予防法 の規定により、    年  月  日に     で 

家畜

9



別記様式第六号（その２） 

 

指  示  書 

 

年  月  日  

 

     市（郡）   町大字    番地 

 

            様 

 

                   家畜防疫員            ㊞  

 

 

  次の家畜の管理具が、      の病原体により汚染している（汚染したおそ

れがある）ため、家畜伝染病予防法第 23 条の規定により、    年  月  日

に○   で焼却（埋却・消毒）すること。 

 

記 

 

焼却、埋却又は消毒する物品 焼却、埋却又は

消毒の別 
摘  要 

品     名 数 量 

 

 
   

 

 
   

 

 

 

確認年月日 確認者の氏名及び印 
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附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
佐
賀
県
家
畜
伝
染
病
予
防
規
則
の
廃
止
） 

２ 

佐
賀
県
家
畜
伝
染
病
予
防
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
佐
賀
県
規
則
第
四
十
六
号
）
は
、
廃

止
す
る
。 
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